
 

 

参考 
 

 

ア   和歌山県自然公園・自然環境保全地域位置図 

イ   高野山景観地区 

ウ   町石道・小辺路・女人道周辺準景観地区 

エ   湯浅町湯浅伝統的建造物群保存地区 

オ   和歌山県景観計画における特定景観形成地域 

カ   和歌山市景観計画における景観重点地区 

キ   田辺市景観計画における特定景観形成地域及び景観形成重点地区 

ク   高野町景観計画における高野山地区 

ケ   有田川町景観計画における景観重要地域 

サ   観光スポットが集中しているエリア内及びそのアクセス道路沿道の施設 



ア



高野山景観地区 （※３） 

（１） 目的 

景観地区は、都市計画区域内の景観計画区域において、積極的に景観形成を図る地区につ 

いて指定されます。 

建築物や工作物のデザイン・色彩などについて認定制度が適用されます。 

（２） 範囲 

高野山地区の町道大門玉川線等の主要な道路の道路境界から 20ｍの範囲にかかる敷地内 

の建築物と工作物及び道路。また、すべての寺院敷地内にある寺院建築物と工作物。都市 

計画区域内における町石道・小辺路周辺は道路境界から 50ｍの範囲。 

ただし、歴史的建造物は除く。 

（３）認定対象行為 

４ 

行為の種別 対象となる規模等 

建築物 

工作物 

新築（新設）、増築、 

改築、移転外観の変更 
全て 

天徳院庭園 

金剛三味院 

歴史的建造物（文化財保護法） 

景観地区の対象となる建築物 

景観地区の対象となる寺院建築物 

道路境界から 
20ｍ及び 50ｍ範囲 

奥の院 

町石道 

徳川家霊台

イ



 町石道・小辺路・女人道周辺準景観地区（※４） 

（１） 目的 

準景観地区は、都市計画区域外の景観計画区域において、積極的に景観形成を図る地区 

について指定されます。 

建築物や工作物のデザイン・色彩などについて認定制度が適用されます。 

（２） 範囲 

高野町大字花坂、細川、大滝、西ヶ峯地区の一部で、町石道・小辺路周辺地区。 

町石道、小辺路、女人道の道路境界から 50ｍの範囲。（世界遺産バッファゾーン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）認定対象行為 

 

５ 

行為の種別 対象となる規模等 

建築物 

工作物 

新築（新設）、増築、 

改築、移転外観の変更 
全て 

町石道周辺準景観地区 

準景観地区 

小辺路周辺準景観地区 

町石道、小辺路、女人道 

自然公園特別地区 

普通地域界 

 

西ヶ峯準景観地区 

ウ



 

エ



■ 和歌山県景観計画区域及び特定景観形成地域の区域図

高野参詣道（町石道）周辺特定景観形成地域

高野参詣道（黒河道）特定景観形成地域

熊野参詣道（大辺路）特定景観形成地域

令和2年12月15日改正

熊野川周辺特定景観形成地域

熊野参詣道（中辺路）特定景観形成地域

オ



1 

区域図：和歌山城周辺景観重点区域  約４２．８ｈａ 

    けやき大通り、中央通り、三年坂通り、堀端通りの４つの通りに囲まれ、市民や観光客

が訪れる本市の顔となる地区として城を十分認識でき、城やお堀、石垣や城内の緑など

が一体的に眺望かつ体感できる範囲を区域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山城 

岡公園 

カ－１



区域図：和歌の浦景観重点地区区域  約６３４．８ｈａ 

    和歌浦湾や片男波海岸を囲む眺望景観の保全を主眼としていることから、それらの

眺望景観（主に俯瞰景、仰瞰景）の及ぶ範囲や、地元住民や市民が認識している和

歌の浦の範囲を区域とします。 
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龍神地域 

本宮地域 

三重県 

日高川町 

印南町 

みなべ町 

中辺路地域 
田辺地域 

新宮市 

大塔地域 
上富田町 

鬪雞神社周辺 

景観形成重点地区 

熊野本宮大社周辺 

景観形成重点地区 

田辺湾 

古座川町 
白浜町 

田辺中心市街地  

特定景観形成地域 

熊野参詣道（中辺路）特定景観形成地域 

JR紀伊田辺駅 

鬪雞神社 

味光路 

田辺中心市街地 
特定景観形成地域 扇ヶ浜 

田辺市景観計画 

景観マップ 

田辺市では、市全域を景観計画区域に指定し、また一部地域を、特色ある景観の保全

や景観形成を図るため、特定景観形成地域や景観形成重点地区に指定しています。 

各エリアで建築行為等を行う場合は、田辺市景観計画で定める景観形成基準を踏まえ、

良好な景観の形成に努め、届出の対象となる場合は、適合審査を受けてください。 

田辺市景観計画区域 
田辺市全域を指定します。 

【田辺市景観計画について】 

景観計画の詳しい内容については、下記ホームページで確認できます。 

http://www.city.tanabe.lg.jp/keikaku/keikaku/keikan-machizukuri.html 

田辺中心市街地特定景観形成地域 

JR紀伊田辺駅 

鬪雞神社 

鬪雞神社周辺景観形成重点地区 

大斎原 

熊野本宮大社 

熊野川 

熊野本宮大社付近から岩田川
までの約800ｍの区間におけ
る、熊野川から国道168号の沿
道100m(山側)までの区域 

岩田川 

大斎原 

熊野本宮大社周辺景観形成重点地区 

熊野参詣道(中辺路)特定

景観形成地域 

田辺市景観計画区域 

熊野参詣道（中辺路）特定景観形成地域 
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凡例

重要文化的景観の選定申出の範囲

棚田の区域

里山の区域

蘭島景観重要地域

ケ－２



サ－１



サ－２
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